
 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

  平成 ２４年 ６月   日 

 

愛 知 県 知 事 殿 

提出者  株式会社 デンソー  

愛知県刈谷市昭和町１丁目１番地 

氏名  取締役社長  加藤 宣明 

代理者  株式会社 デンソー 安城製作所 
愛知県安城市里町長根２-１ 

   所長    古田 隆紀 

   電話番号 ０５６６－９６－０１３０    

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  株式会社デンソー 安城製作所 

事 業 場 の 所 在 地  愛知県安城市里町長根２-１ 

計 画 期 間  平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

①事 業 の 種 類 電気機械器具製造業 

②事 業 の 規 模  平成２３年度製品出荷額 ２１９,４４８ 百万円 

③従 業 員 数  ３,２９２人 

 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 

金属くず・マシン油 → 鉄鋼業者・油精製会社に売却し再生利用 

廃プラスチック類  → 中間処理業者にて破砕処理し再生原料として 

          再資源化 

廃酸･アルカリ    → 中間処理業者で中和処理し沈殿物を再資源化 

汚泥        → 自社で脱水処理後、中間処理業者にて混練し再

資源化 

(日本工業規格 Ａ列４番) 



 

 

(第２面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

添付資料（管理体制）を参照下さい。 

 

 

 

 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

【前年度（平成２３年度）実績】       

産業廃棄物の種類 汚泥 廃油 廃酸･ｱﾙｶﾘ 廃プラ 金属くず 木くず 

排 出 量 8,288ｔ 488ｔ 27ｔ 295ｔ 134ｔ 77ｔ 

①現状 
（これまでに実施した取組） 

 

・不良率の低減 

・工程変更による廃材の低減 

・交換部品のリビルト化 

【目標】 

産業廃棄物の種類 汚泥 廃油 廃酸･ｱﾙｶﾘ 廃プラ 金属くず 木くず 

排 出 量 8,388ｔ 559ｔ 31ｔ 338ｔ 153ｔ 88ｔ 

 

②計画 
（今後実施する予定の取組） 

 

・上記抑制活動の継続 

産業廃棄物の分別に関する事項 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

ゼロエミ活動を推進し徹底した分別を行っており、今後も適正な分別を維持してい

く。 
 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

・廃棄物分別についての定期的な啓蒙活動（教育等）の実施。 

・廃棄物集積場の定期パトロール 



 

 

（第３面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

【前年度（平成２３年度）実績】 なし 

産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行った 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ

①現状 
（これまでに実施した取組） 

 

 

【目標】 なし 

産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ

 
②計画 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

【前年度（平成２３年度）実績】  

産業廃棄物の種類  汚泥  

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 
０ ｔ ｔ

自ら中間処理により減量した 

産業廃棄物の量 
 ７,５９４ ｔ ｔ①現状 

（これまでに実施した取組） 

 

2002 年度に汚泥焼却炉を廃止し、汚泥乾燥機に変更したため、汚泥の中間処理によ

る減量率が下がった。 

【目標】   

産業廃棄物の種類  汚泥  

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量 
０ ｔ ｔ

自ら中間処理により減量する 

産業廃棄物の量 
 ７,５９４ ｔ ｔ

 

②計画 

（今後実施する予定の取組） 

 

汚泥の減量化対策（脱水効率向上）を推進する。 



 

 

（第４面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

【前年度（平成２３年度）実績】 なし 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ
①現状 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

【目標】 なし 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ

 

②計画 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

【前年度（平成２３年度）実績】  

産業廃棄物の種類 汚泥 廃油 廃酸･ｱﾙｶﾘ 廃プラ 金属くず 木くず 

全 処 理 委 託 量 694ｔ 488ｔ 27ｔ 295ｔ 134ｔ 77ｔ

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
210ｔ 328ｔ 3ｔ 71ｔ 10ｔ 0ｔ

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
484ｔ 160ｔ 24ｔ 224ｔ 124ｔ 77ｔ

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ

 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ

 ①現状 

（これまでに実施した取組） 

 

2000 年度にゼロエミを達成し、現在埋立廃棄物はゼロとなっている。 

今後も埋立廃棄物ゼロを維持していく。 

 

 



 

 

（第５面） 

【目標】 

産業廃棄物の種類 汚泥 廃油 廃酸･ｱﾙｶﾘ 廃プラ 金属くず 木くず 

全 処 理 委 託 量 794ｔ 559ｔ 31ｔ 338ｔ 153ｔ 88ｔ

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
240ｔ 375ｔ 3ｔ 81ｔ 11ｔ 0ｔ

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
554ｔ 183ｔ 27ｔ 256ｔ 142ｔ 88ｔ

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ

 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ

 ②計画 

（今後実施する予定の取組） 

 

・リサイクルルートの複数化等によるリサイクル化の維持。 

・リサイクルしやすい素材への切り替え検討。 

※ 事 務 処

理欄 
  



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から 終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

添付資料（管  理  体  制）                                                

（１）管理組織 

 

 

 

    

 

 

 

 

          

 

 

             

 

                  

                  

 

           

    

          

 

              

 

 

      
      

     

     

                  

 

     

                  

 

     

                 

 

 

 

 

委 員 長：総括環境管理者 

       （電気機器事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ長）

副委員長：電機事業部長 

委    員：環境管理者 

           環境技術管理者 

事 務 局：環境企画管理者 

        （安全衛生環境室長） 

〈安城地区環境委員会〉

 

公害防止統括者 

    正：総括環境管理者 

    副：副総括環境管理者 

公害防止管理者 

製造部：工場長又は課長 

(又は同相当者) 

施設部 : 主任部員 

（又は同相当者） 

〈公害防止組織〉（法定）

 

産業廃棄物処理責任者：製作所長

 

特別管理産業廃棄物管理責任者：

安全衛生環境室長

（又は同相当者）

産業廃棄物処理施設技術管理者：

       施設部:ＳＸ 

               （又は同相当者）

〈廃棄物管理組織〉（法定）

※製造部以外は副環境管理者が役割を担当する。

内部環境監査員 

副総括環境管理者   ：製作所長 

総括環境管理者      ：電気機器事業グループ長 

環境企画管理者 ：安全衛生環境室

環境管理者  ：部長 

製作所長 

㈱デンソーファシリティーズ センター長 

㈱デンソーリマニ 社長 

環境技術管理者：製造部生技室長※ 

副環境管理者：室長、工場長（又は同相当者） 

※分社会社は会社組織に合わせ同相当者とする。（以下同じ） 

環境責任者：課長、主任部員（又は同相当者） 

副環境責任者：ＳＬ（又は同相当者） 

環境推進者：ＴＬ（又は同相当者） 



 

 

（２）環境管理組織の役割と責任                               
区    分 職    位 総    括（体制及び責任） 環 境 方 針 環 境 側 面 

総括環境管理者 

（兼公害防止統括者） 

 

 

電気機器事業 

       ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

・環境保全の最高責任者 

・環境保全活動を統括管理 

・ 安城製作所環境方針の策
定及び見直し 

   

 

 

副総括環境管理者 

(兼副公害防止統括者) 

 

 

 

 

製作所長 ・環境マネジメントシステムの管理責任者 

・総括環境管理者を補佐 

・環境保全活動の推進業務管理 

・改善の提案を含めた環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ運用
結果の総括環境管理者への報告 

・事業所内規程を定める責任と権限 

・環境方針立案，改訂の意
見具申 

・事業所の環境影響の掌握

内部環境監査員 

 

 

全社規定 030302
「内部環境監査
員資格認定要領」
による選任者 

   

環境企画管理者 

（兼特別管理産業廃棄物管理
責任者） 

 

安全衛生環境室長 ・副総括環境管理者の補佐 

・ 環境保全活動の総括推進 

・ 特別管理産業廃棄物処理に係わる管理全
般 

・立案、改訂の意見具申 

・従業員等への周知 

・社外公開 

・ 事業所の環境影響の周知

・ 環境重要設備・作業一覧
表の登録と管理 

環境技術管理者 

 

 

 

 

製造部生産技術室
長 

 （又は同相当者） 

・環境企画管理者の補佐 

・担当部内の環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ展開の責任者

・環境保全に関する技術的事項の支援 

  ・環境重要設備・環境重要
作業の特定と見直し改正

・環境影響の明確化と副総
括環境管理者への報告 

環境管理者 

 

 

 

部長、製作所長、 

  （又は同相当者） 

・担当部内の環境保全活動の統括管理 ・部内関係者への周知 ・部内の環境影響の掌握と
周知 

副環境管理者 

 

 

室長・工場長 

（又は同相当者） 

・環境管理者の補佐 

・担当室・工場内の環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ展開の
管理 

・室・工場内関係者への周
知 

・室・工場内の環境影響の
掌握と周知 

環境責任者 

 

 

課長 

 （又は同相当者） 

・担当課内の環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ展開の推進責
任者 

・課内関係者への周知 ・課内の環境影響の掌握と
周知 

副環境責任者 

 

 

ＳＬ 

 （又は同相当者） 

・環境責任者の補佐 

・担当ＳＬ単位内の環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ展開の
推進責任者 

・ＳＬ単位内関係者への周
知 

・ＳＬ単位内の環境影響の
掌握と周知 

環境推進者 

 

 

ＴＬ 

 （又は同相当者） 

・担当ＴＬ単位内の環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ展開の
推進者 

・ＴＬ単位内作業者への周
知 

・ＴＬ単位内の環境影響の
掌握と周知 

公害防止管理者 

 

 

部長、工場長、室
長又は同相当者 

・特定施設等に係わる管理全般   

産業廃棄物処理責任者 製作所長 ・廃棄物処理に係わる管理全般   

産業廃棄物処理施設技術管理
者 

 

施設部  ＳＸ 

（又は同相当者） 

・廃棄物処理施設に係わる管理全般   

関連する全社組織 

環境委員会 － ・環境保全活動の全社的促進   

製品環境小委員会 － ・製品の環境影響低減の促進   

生産環境小委員会 － ・生産活動に係わる環境保全の促進   

環境ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ小委員会 － ・社内外に対する広報啓蒙   

総括環境企画管理者 

 

環境企画部担当役

員 

・全社の環境保全活動を統括管理   

副総括環境企画管理者 

 

 

環境企画部長 ・総括環境企画管理者の補佐 

・環境マネジメントシステム全社展開に必

要な予算確保 

  

 



 

 

（２）環境管理組織の役割と責任（つづき）                       
区    分 職    位 法、その他の要求事項 目的、目標及実施計画 力量、教育訓練及び自覚 コミュニケーション

総括環境管理者 

（兼公害防止統括者） 

 

 

電気機器事業 

       ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

・必要な対応の承認、指
示 

・ 事業所の環境目的、目
標の設定及び見直し 

・活動計画の統括 

・環境保全活動への教育
計画承認 

 

副総括環境管理者 

(兼副公害防止統括者) 

 

 

 

 

製作所長 ・法，社会動向，影響の
把握 

・必要な対応の実施 

・ 目的、目標の各部へ展
開 

・ 活動計画の総括推進 

・環境教育の計画と実施 ・監督官庁、地域住民と
の懇親 

・緊急時の社外への連絡
要否の決定 

内部環境監査員 

 

 

全社規定 030302
「内部環境監査
員資格認定要領」
による選任者 

   ・監査員の力量確保 

（主任監査員又は事務局
実施） 

  

環境企画管理者 

（兼特別管理産業廃棄物管理
責任者） 

 

安全衛生環境室長 ・法，社会動向，影響の
把握と周知 

・事業所内特定施設の
把握 

・ 環境目的、目標の立案
と見直し情報の提供 

・ 環境委員会年度活動計
画の立案 

・環境月間行事の立案 

・資格取得の推進 

・事業所内業者教育 

・官庁立ち入り、地域住
民の対応 

環境技術管理者 

 

 

 

 

製造部生産技術室
長 

 （又は同相当者） 

・法，社会動向，影響の
把握 

・ 目的、目標達成の技術
支援 

・ 計画推進の技術支援 

  

環境管理者 

 

 

 

部長、製作所長、 

（又は同相当者） 

・部内への周知 

・必要な対応の実施 

・部内特定施設の管理 

・ 部環境目的、目標の設
定 

・ 部内推進計画の統括 

・部内の環境教育を指示 ・社内、社外の環境情報
の部内伝達 

副環境管理者 

 

 

室長・工場長 

（又は同相当者） 

・室・工場内への周知 

・必要な対応の実施 

･部内特定施設の管理 

・ 室・工場環境目的、目
標の設定 

・ 室・工場推進計画の統
括 

・室・工場内の環境教育
を指示 

・社内、社外の環境情報
の室・工場内伝達 

環境責任者 

 

 

課長 

 （又は同相当者） 

・課内への周知 

・課内特定施設の管理 

・ 課環境目的、目標の設
定 

・ 課内推進計画の統括 

・ 課内の環境教育を指示 

・ 環境従事者の力量評価 

・社内、社外の環境情報
の課内伝達 

副環境責任者 

 

 

ＳＬ 

 （又は同相当者） 

・ＳＬ単位内への周知 

・係内特定施設の管理 

・ＳＬ単位内推進計画の
統括 

 ・社内、社外の環境情報
のＳＬ単位内伝達 

環境推進者 

 

 

ＴＬ 

 （又は同相当者） 

・ＴＬ単位内への周知 

・ＴＬ単位内特定施設
の管理 

・ＴＬ単位内推進計画の
推進 

 ・社内、社外の環境情報
のＴＬ単位内伝達 

公害防止管理者 

 

 

部長、工場長、室
長又は同相当者 

    

産業廃棄物処理責任者 製作所長 

 

    

廃棄物処理施設技術管理者 

 

 

施設部  ＳＸ 

（又は同相当者） 

    

関連する全社組織 

環境委員会 －  ・全社の目標の設定 ・全社行事の推進  

製品環境小委員会 －  ・重点項目の設定改善 ・活動内容の周知  

生産環境小委員会 －  ・重点項目の設定改善 ・活動内容の周知  

環境ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ小委員会 －  ・地域との共生推進 ・活動内容の周知  

総括環境企画管理者 

 

 

環境企画部担当役

員 

 ・目的目標の展開指示 

・環境監査の指示 

・全社環境教育の策定指

示 

 

副総括環境企画管理者 

 

 

環境企画部長 ・情報収集と工場伝達 

・会社への影響検討 

・官庁折衝記録の保管 

・(所)別目的、目標の展

開フォローと全社把握

・全社環境教育の計画、

推進 

・監督官庁との懇親 



 

 

（２）環境管理組織の役割と責任（つづき）                        
区    分 職    位 文書類 文書管理 運用管理 緊急時の対応 監視、測定 

総括環境管理者 

（兼公害防止統括者） 

電気機器事業 

       ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

・環境ﾏﾆｭｱﾙの制
定、改正の承認

  ・緊急時措置の最
終判断 

・目標達成状況の
最終確認 

副総括環境管理者 

(兼副公害防止総括者) 

 

 

製作所長 ・環境ﾏﾆｭｱﾙの改正
検討 

・事業所内規（環境
ﾏﾆｭｱﾙを除く）の
制定、改正の承認

 ・ 環境重要設備・
作業の掌握 

・安城地区年度環
境活動計画の進
捗管理 

・緊急時の対応指
示 

 

・目的、目標達成
状況管理 

・基準順守状況の
管理確認 

内部環境監査員 

 

 

全社規定 030302
「内部環境監査
員資格認定要領」
による選任者 

     

環境企画管理者 

（兼特別管理産業廃棄物管理
責任者） 

 

安全衛生環境室長 ・環境マニュアル、
事業所内規の見
直し、改正起案

・環境マニュアル
の配付 

・安城地区年度環
境活動計画の進
捗管理 

・事業所内の環境
重要設備・作業
の掌握と運用管
理 

・官庁、地域住民等
の連絡、対応 

・目的、目標達成
状況把握と報告

・基準値順守状況
確認 

環境技術管理者 

 

 

製造部生産技術室
長 

 （又は同相当者） 

・環境側面等の技
術的事項に関す
る見直し(1/3Y)

 ・環境影響評価の
実施と結果にも
とづく環境重要
設備・作業の特
定 

 ・監視、測定の技
術支援 

環境管理者 

 

 

 

部長、製作所長、 

 （又は同相当者） 

・環境マニュアル
の部内周知 

・部共通環境文書
の整備と最新版
管理 

・ 部環境活動計画
の進捗管理 

・環境重要設備・
作業の部内周知

・緊急時実施事項
の指示 

・部内目標、基準
順守状況の管理

副環境管理者 

 

 

室長・工場長 

（又は同相当者） 

・環境マニュアル
の室・工場内周
知 

・室又は工場共通
環境文書の整備
と最新版管理 

・環境重要設備・
作業の室・工場
内周知 

・緊急時実施事項
の指示 

・室・工場内目
標、基準順守状
況の管理 

環境責任者 

 

 

課長 

 （又は同相当者） 

・環境マニュアル
の課内周知 

・課内環境文書の
整備と最新版管
理 

・課環境活動計画
の推進 

・ 環境重要設備・
作業の課内周知

・ 環境従事者の指名

・ 標準類、記録類作
成の指示 

・緊急時実施事項
の実施 

・課内目標達成状
況管理 

・ 測定精度の管理

副環境責任者 

 

 

ＳＬ 

 （又は同相当者） 

・環境マニュアル
のＳＬ単位内周
知 

 ・環境従事者の指
導 

 監督 

・ 標準類、記録の作成

・環境重要設備・
作業のＳＬ単位
内周知 

・緊急時実施事項
の実施 

・ＳＬ単位内目標
達成状況管理 

環境推進者 

 

 

ＴＬ 

 （又は同相当者） 

・環境マニュアル
のＴＬ単位内周
知 

 ・環境従事者の指
導 

 監督 

・ 標準類、記録の作成

・環境重要設備・
作業のＴＬ単位
内周知 

・緊急時行動要領
の実践 

・ＴＬ単位内目標
達成状況管理 

公害防止管理者 

 

部長、工場長、室
長又は同相当者 

    ・基準順守状況の
管理 

産業廃棄物処理責任者 製作所長      

廃棄物処理施設技術管理者 

 

施設部  ＳＸ 

（又は同相当者） 

     

関連する全社組織 

環境委員会 －      

製品環境小委員会 －      

生産環境小委員会 －      

環境ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ小委員会 －      

総括環境企画管理者 

 

環境企画部担当役

員 

   ・状況把握と全社

対応指示 

・全社目標等達成

状況の最終確認 

副総括環境企画管理者 

 

 

環境企画部長   ・個別の調査指示・環

境マネジメントシス

テム用予算の確保 

・緊急時措置の技

術支援 

・対外折衝 

・全社目的、目標達

成状況の確認 



 

 

（２）環境管理組織の役割と責任（つづき）                         
区    分 職    位 順守評価 不適合是正 記録の管理 内部監査 マネジメントレビュー

総括環境管理者 

（兼公害防止統括者） 

 

電気機器事業 

       ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

 ・異常発生時の処置
指示 

 ・ 結果への対応
指示 

・ 内部環境監査
の実施指示 

・環境方針、目的、
目標環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝ
ﾄｼｽﾃﾑ運用状況
の確認と指示 

副総括環境管理者 

(兼副公害防止総括者) 

 

製作所長  ・異常発生時の処置
実施 

・再発防止対策の実
施 

 ・監査の受審 

・監査結果の確
認 

・ 結果の対応 

・ 目的、目標達成
状況等ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
ﾚﾋﾞｭｰに必要な
情報提供 

内部環境監査員 

 

 

全社規定 030302
「内部環境監査
員資格認定要領」
による選任者 

   ・ 監査の計画・
実行[主任] 

・ 監査実施計画
書の承認（主任） 

・ 監査チームの
編成[主任] 

・ 監査の実施 

・監査報告書の
作成（主任） 

・監査報告書の
総括環境管理
者への報告（主

任） 

・有効性のレビ
ュー[主任] 

 

環境企画管理者 

（兼特別管理産業廃棄物管
理責任者） 

 

安全衛生環境室
長 

・環境法規制等
の 

 定期的評価 

・異常発生時の報告

・原因究明と再発防
止策立案 

・記録の保管 ・ 監査の事務局 

・ 監査計画の立
案 

・ 監査員の選出 

・監査結果の対
応展開 

・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾚﾋﾞｭｰに
必要な情報の把
握と提供 

・ﾚﾋﾞｭｰによる決
定事項の是正処
置 

環境技術管理者 

 

 

 

製造部生産技術
室長 

 （又は同相当者） 

 ・部内異常発生時の
技術支援 

 ・監査の受審 

・不具合事項是
正処置の技術
的支援 

 

環境管理者 

 

 

部長、製作所長 

（又は同相当者） 

 ・部内異常時処置の
指示 

・再発防止の指示 

 ・監査の受審 

・結果の部内周
知、対応責任 

 

副環境管理者 

 

 

室長・工場長 

（又は同相当者） 

   ・結果の室・工
場内周知、対応
の管理 

 

環境責任者 

 

 

課長 

 （又は同相当者） 

 ・ 課内の異常時処
置、再発防止の実
施 

・記録の保管 ・監査の受審 

・結果の課内周
知、対応の管理 

 

副環境責任者 

 

 

ＳＬ 

 （又は同相当者） 

 ・ＳＬ単位内の異常
時処置、再発防止
の実施 

 ・結果のＳＬ単
位内周知、対応 

 

環境推進者 

 

 

ＴＬ 

 （又は同相当者） 

 ・異常時処置要領の
実践指導、監督 

・記録の作成

・記録の保管

・結果のＴＬ単
位内周知、対応 

 

公害防止管理者 

 

 

部長、工場長、室
長、課長又は同相
当者 

 ・ 異常時処置の指示

・ 再発防止の指示 

・記録の確認   

産業廃棄物処理責任者 製作所長 

 

 ・ 異常時処置の指示

・再発防止の指示 

・記録の確認   

廃棄物処理施設技術管理者 

 

施設部  ＳＸ 

（又は同相当者） 

 ・異常時処置要領の
実践指導、監督 

・処理記録の
保管 

  

関連する全社組織 

環境委員会 －      

製品環境小委員会 －      

生産環境小委員会 －      

環境ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ小委員会 －      

総括環境企画管理者 

 

 

環境企画部担当役

員 

 ・状況把握と再発防止

策指示 

   

副総括環境企画管理者 

 

環境企画部長  ・是正措置、再発策の

技術支援 

   

 


